
規

則 

埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
七
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

る
規
則 

 

埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉

県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
項
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
表
第

四
項
中
「
第
二
号
ロ
⑴
⑴
」
を
「
第
二
号
ロ
⑴
」
に
、
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
改
め
、
同
表
第
三

十
二
項
の
次
に
次
の
二
十
項
を
加
え
る
。 

                     

36 35 34 33 

第
六
号
ロ
⑵ 

第
六
号
ロ
⑴ 

第
六
号
イ
⑴ 

㈡ 第
六
号
イ
⑴ 

㈠ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路

と
公
共
用
通
路
の
出
入
口
に 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路

と
公
共
用
通
路
の
出
入
口
の

有
効
幅 

旅
客
特
定
車
両
の
乗
降
口
に

係
る
通
路
に
設
け
る
戸
の
有

効
幅 

旅
客
特
定
車
両
の
乗
降
口
に

係
る
通
路
の
有
効
幅
員 

 

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
た
だ
し
、 

 

構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な 

 

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
た
だ
し
、 

 

構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な 

 

い
場
合
に
お
い
て
は
、
八
十
セ
ン
チ 

 

メ
ー
ト
ル 

 

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
た
だ
し
、 

 

構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な 

 

い
場
合
に
お
い
て
は
、
八
十
セ
ン
チ 

 

メ
ー
ト
ル 

 
一
・
四
メ
ー
ト
ル
。
た
だ
し
、
構
造 

 

上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場 

 

合
に
お
い
て
は
、
通
路
の
末
端
の
付 

 

近
の
広
さ
を
車
椅
子
の
転
回
に
支
障 

 

の
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
五
十
メ 

 

ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
車
椅
子
が
転
回 

 

す
る
こ
と
が
で
き
る
広
さ
の
場
所
を 

 

設
け
た
上
で
、
有
効
幅
員
は
一
・
二 

 

メ
ー
ト
ル 

 



                                  

42 41 40 39 38 37  

第
六
号
ト
⑵ 

第
六
号
ホ
⑶ 

第
六
号
ニ
⑶ 

第
六
号
ニ
⑵ 

第
六
号
ニ
⑴ 

第
六
号
ハ
⑴ 

 

 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の 

 

乗
降
場
の
縦
断
勾
配 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路

に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

の
踏
み
段
の
有
効
幅 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路

に
設
け
る
傾
斜
路
の
高
さ
及

び
踊
場
の
踏
み
幅 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路

に
設
け
る
傾
斜
路
の
縦
断
勾

配 移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路

に
設
け
る
傾
斜
路
の
有
効
幅

員 移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路

に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

籠
の
寸
法
並
び
に
籠
及
び
昇

降
路
の
出
入
口
の
有
効
幅 

設
け
る
戸
の
有
効
幅 

 

五
パ
ー
セ
ン
ト
。
た
だ
し
、
地
形
の 

 

状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り 

 

や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、 

 

八
パ
ー
セ
ン
ト 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

  

高
さ
は
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、 

 

踏
み
幅
は
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー 

 

ト
ル
以
内
ご
と
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル 

 

八
パ
ー
セ
ン
ト
。
た
だ
し
、
傾
斜
路 

 

の
高
さ
が
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以 

 

下
の
場
合
に
お
い
て
は
、
十
二
パ
ー 

 

セ
ン
ト 

 

一
・
二
メ
ー
ト
ル
。
た
だ
し
、
階
段 

 

に
併
設
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
九 

 

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

籠
の
内
法の

り

幅
は
一
・
四
メ
ー
ト
ル
、 

 

内
法の

り

奥
行
き
は
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
。 

 

た
だ
し
、
籠
の
出
入
口
が
複
数
あ
る 

 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
車
椅
子 

 

使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
で
き
る
構
造 

 

の
も
の
（
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口
を 

 

音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設
け 

 

ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ 

 

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
有
効
幅 

 
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

い
場
合
に
お
い
て
は
、
八
十
セ
ン
チ 

 

メ
ー
ト
ル 

 



                             
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 

第
六
号
ヌ
⑴ 

㈡
(ロ ) 

第
六
号
ヌ
⑴ 

㈡
(イ ) 

第
六
号
リ
⑺ 

㈣ 第
六
号
リ
⑺ 

㈡ 第
六
号
リ
⑹ 

㈥ 第
六
号
リ
⑹ 

㈤ 第
六
号
リ
⑸ 

㈤ 第
六
号
リ
⑸ 

㈡ 第
六
号
リ
⑶ 

第
六
号
ト
⑶ 

乗
車
券
等
販
売
所
等
の
出
入

口
に
設
け
る
戸
の
有
効
幅 

 

乗
車
券
等
販
売
所
等
の
出
入 

 

口
の
有
効
幅 

 

便
所
の
出
入
口
に
設
け
る
戸 

 

の
有
効
幅 

 

便
所
の
出
入
口
の
有
効
幅 

 

便
房
の
出
入
口
に
設
け
る
戸 

 

の
有
効
幅 

便
房
の
出
入
口
の
有
効
幅 

 

便
所
の
出
入
口
に
設
け
る
戸 

 

の
有
効
幅 

 

便
所
の
出
入
口
の
有
効
幅 

 
小
便
器
の
受
け
口
の
高
さ 

 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の 

 

乗
降
場
の
横
断
勾
配 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

一
パ
ー
セ
ン
ト
。
た
だ
し
、
誘
導
車 

 

路
の
構
造
、
気
象
状
況
又
は
地
形
の 

 

 

状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り 

 

や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、 

 

 

二
パ
ー
セ
ン
ト 

 


